
神戸大学大学文書史料室利用等要項 新旧対照表 
 

(新) 
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第 5 章 研修（第 30 条） 

第 6 章 雑則（第 31 条－第 33 条） 

 

第 1 章 総則 

 

第 1 条 （同右） 

 

 

 

 

第 2 条 （略）  

第 2 章 保存等 

第 1 節 受入れ 

（本学からの受入れ） 

第 3 条 室は，国立大学法人神戸大学（以下「本学」とい

う。）で保存する歴史公文書等（法第 2 条第 6 項に定め

る歴史公文書等をいう。以下同じ。）として，保存期間が

満了したときに室に移管する措置が設定されたものに

ついて，保存期間が満了した日から可能な限り早い時期

に受入れの日を設定し，当該歴史公文書等を受け入れる

ものとする。 

2 室は，前項の規定に基づき受け入れた特定歴史公文書

等について，次の各号に掲げる措置を施した上で，原則

として受入れから 1 年以内に排架を行うものとする。 

(1) 生物被害への対処その他の保存に必要な措置 

 

(2) 識別を容易にするために必要な番号等（以下「識別

番号」という。）の付与 

(3) 第 11 条第 1 項第 1 号に掲げる利用制限事由（以下

「利用制限事由」という。）の該当性に関する事前審査

(4) （略） 

3 （略） 

（寄贈・寄託された文書の受入れ） 

第 4 条 （略） 

2 室は，前項の規定に基づき受け入れた特定歴史公文書

等について，寄贈又は寄託をした者の希望に応じ，利用

(旧) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （目的） 

第 1 条 この要項は，公文書等の管理に関する法律（平成

21 年法律第 66 号。以下「法」という。）に基づき，神戸

大学大学文書史料室（以下「室」という。）が保存する特

定歴史公文書等の保存，利用及び廃棄について必要な事

項を定めることを目的とする。 

第 2 条 （略） 

 

 

（受入れ） 

第 3 条 室は，神戸大学（以下「本学」という。）で保存す

る歴史公文書等（法第 2 条第 6 項に定める歴史公文書等

をいう。以下同じ。）として，保存期間が満了したときに

室に移管する措置が設定されたものについて，保存期間

が満了した日から可能な限り早い時期に受入れの日を

設定し，当該歴史公文書等を受け入れるものとする。 

 

2 室は，前項の規定に基づき受け入れた特定歴史公文書

等について，次の各号に掲げる措置を施した上で，原則

として受入れから 1 年以内に排架を行うものとする。 

(1) 汚れの除去，エタノール殺菌，補修その他の保存に

必要な措置 

(2) 第 6 条第 4 項に定める識別番号の付与 

 

(3) 第 11 条第 1 項第 1 号に掲げる事由（以下「利用制

限事由」という。）の該当性に関する事前審査 

(4) （略） 

3 （略） 

（寄贈・寄託された文書の受入れ） 

第 4 条 （略） 

2 室は，前項に基づき受け入れた特定歴史公文書等につ

いて，寄贈又は寄託をした者の希望に応じ，利用の制限



の制限を行う範囲及びこれが適用される期間を定めた

上で，次の各号に掲げる措置を施し，原則として受入れ

から 1 年以内に排架を行うものとする。 

(1) 第 3 条第 2 項第 1 号に定める措置 

 

(2) 第 3 条第 2 項第 2 号に定める識別番号の付与 

(3) （略） 

（著作権等の調整） 

第 5 条 室は，第 3 条又は第 4 条の規定に基づき受け入れ

た特定歴史公文書等に著作物，実演，レコード又は放送

若しくは有線放送に係る音若しくは影像（以下「著作物

等」という。）が含まれている場合は，当該著作物等につ

いて，必要に応じて，あらかじめ著作者，著作権者，実

演家又は著作隣接権者から著作者人格権，著作権，実演

家人格権又は著作隣接権についての利用等の許諾や同

意を得ること等により，当該特定歴史公文書等の円滑な

利用に備えるものとする。 

第 2 節 保存 

（保存方法等） 

第 6 条 室は，特定歴史公文書等について，第 29 条の規

定に基づき廃棄されるに至る場合を除き，専用の書庫

（以下「書庫」という。）において永久に保存するものと

する。 

2 室は，前項に定める書庫について，温度，湿度，照度等

を適切に管理するとともに，防犯，防災，防虫等のため

の適切な措置を講ずるものとする。 

3 （略） 

4 室は，特定歴史公文書等について，第 3 条第 2 項第 2

号及び第 4条第 2項第 2号に定めた識別番号を付するも

のとする。 

（複製物） 

第 7 条 室は，特定歴史公文書等について，それぞれの特

定歴史公文書等の内容，保存状態，時の経過，利用の状

況等に応じ，適切な保存及び利用を確保するため，複製

物作成計画を定めた上で，適切な記録媒体による複製物

を作成するものとする。 

（個人情報漏えい防止のために必要な措置） 

第 8 条 室は，特定歴史公文書等に個人情報（生存する個

人に関する情報であって，当該情報に含まれる氏名，生

年月日その他の記述等により特定の個人を識別するこ

とができるもの（他の情報と照合することができ，それ

により特定の個人を識別することができることとなる

ものを含む。）をいう。）が記録されている場合には，法

第 15 条第 3 項に基づき，当該個人情報の漏えいの防止

のため，次の各号に掲げる措置を講じなければならな

い。 

(1)～(4) （略） 

（目録の作成及び公表） 

第 9 条 室は，特定歴史公文書等に関して，次の各号に掲

げる事項について1つの集合物ごとに記載した目録を作

成する。 

(1)～(9) （略） 

を行う範囲及びこれが適用される期間を定めた上で，次

に掲げる措置を施し，原則として受入れから 1 年以内に

排架を行うものとする。 

(1) 汚れの除去，エタノール殺菌，補修その他の保存に

必要な措置 

(2) 第 6 条第 4 項に定める識別番号の付与 

(3) （略） 

（著作権の調整） 

第 5 条 室は，第 3 条及び前条に基づき受け入れた特定歴

史公文書等に著作物や実演，レコード又は放送若しくは

有線放送に係る音若しくは影像（以下「著作物等」とい

う。）が含まれている場合は，当該著作物等について，必

要に応じて，あらかじめ著作者，著作権者，実演家又は

著作隣接権者から著作者人格権，著作権，実演家人格権

又は著作隣接権についての許諾や同意を得ること等に

より，当該特定歴史公文書等の円滑な利用に備えるもの

とする。 

 

（保存方法等） 

第 6 条 室は，特定歴史公文書等について，第 29 条の規

定により廃棄されるに至る場合を除き，専用の書庫にお

いて永久に保存するものとする。 

 

2 室は，前項に定める専用書庫について，温度，湿度，照

度等を適切に管理するとともに，防犯，防災，防虫等の

ための適切な措置を講ずるものとする。 

3 （略） 

4 室は，特定歴史公文書等について，識別を容易にするた

めに必要な番号等（以下「識別番号」という。）を付する。

 

（複製物） 

第 7 条 室は，特定歴史公文書等について，その保存及び

利便性の向上のために，それぞれの特定歴史公文書等の

内容，保存状態，時の経過，利用の状況等を踏まえた複

製物作成計画を定めた上で，適切な記録媒体による複製

物を作成する。 

（個人情報漏えい防止のために必要な措置） 

第 8 条 室は，特定歴史公文書等に個人情報（生存する個

人に関する情報であって，当該情報に含まれる氏名，生

年月日その他の記述等により特定の個人を識別するこ

とができるもの（他の情報と照合することができ，それ

により特定の個人を識別することができることとなる

ものを含む。）をいう。）が記録されている場合には，法

第 15 条第 3 項に基づき，当該個人情報の漏えいの防止

のため，以下の措置を講ずる。 

 

(1)～(4) （略） 

（目録の作成及び公表） 

第 9 条 室は，特定歴史公文書等に関して，次の各号に掲

げる事項について1つの集合物ごとに記載した目録を作

成する。 

(1)～(9) （略） 



(10) インターネットで利用することができるデジタ

ル画像等の存否 

(11)～(12) （略） 

2 （略） 

3 室は，第 1 項に規定する目録を室に備えて一般の閲覧

に供するとともに，インターネットの利用等により公表

しなければならない。 

第 3 章 利用 

第 1 節 利用の請求 

（利用請求の手続） 

第 10 条 室は，法第 16 条の規定に基づき，特定歴史公文

書等について利用の請求（以下「利用請求」という。）を

しようとする者に対し，次の各号に掲げる事項を記載し

た利用請求書の提出を求めるものとする。 

(1) （略） 

(2) 利用請求に係る特定歴史公文書等の識別番号及び

目録に記載された名称 

 

(3) 希望する利用の方法（※任意） 

(4) 前号で写しの交付による利用を希望する場合は，

第 19 条第 2 項に定める写しの作成方法，写しを作成

する範囲及び部数，写しの交付の方法（※任意） 

2 （略） 

3 第 1 項の提出の方法は，次の各号のいずれかによる。

この場合，第 2 号の方法において必要な送料は，利用請

求をする者が負担するものとする。 

(1) （略） 

(2) 室に郵送等する方法 

(3) （略） 

4 前項第 2 号及び第 3 号に定める方法による利用請求に

ついては，利用請求書が室に到達した時点で請求がなさ

れたものとみなす。 

5 （略） 

（利用請求の取扱い） 

第 11 条 室は，特定歴史公文書等について前条に定める

利用請求があった場合には，次に掲げる場合を除き，こ

れを利用させなければならない。 

(1)～(2) （略） 

(3) 当該特定歴史公文書等の原本を利用に供すること

により当該原本の破損若しくは汚損を生ずるおそれ

がある場合又は当該原本が現に使用されている場合 

 

2 室は，利用請求に係る特定歴史公文書等が前項第 1 号

に該当するか否かについて判断するに当たっては，当該

特定歴史公文書等が法人文書として作成又は取得され

てからの時の経過を考慮するとともに，当該特定歴史公

文書等に法第 11 条第 5 項の規定による意見が付されて

いる場合には，当該意見を参酌しなければならない。 

3 室は，前項において時の経過を考慮するに当たっては，

利用制限は原則として作成又は取得されてから 30 年を

超えないとする考え方を踏まえるものとする。 

（部分利用） 

(10) 利用することができる複製物の存否 

 

(11)～(12) （略） 

2 （略） 

3 室は，第 1 項に規定する目録を閲覧室に備え付けてお

くとともに，インターネットの利用等により公表する。

 

 

 

（利用請求の手続） 

第 10 条 室は，法第 16 条の規定に基づき，特定歴史公文

書等について利用の請求（以下「利用請求」という。）を

しようとする者に対し，次の各号に掲げる事項を記載し

た利用請求書の提出を求めるものとする。 

(1) （略） 

(2) 利用請求に係る特定歴史公文書等の目録に記載さ

れた名称 

(3) 利用請求に係る特定歴史公文書等の識別番号 

(4) 希望する利用の方法（任意） 

(5) 前号で写しの交付による利用を希望する場合は，

第 19 条第 2 項に定める写しの作成方法，写しを作成

する範囲及び部数（任意） 

2 （略） 

3 第 1 項の提出の方法は，次のいずれかによるものとす

る。この場合，第 2 号の方法において必要な郵送料は，

利用請求をする者が負担するものとする。 

(1) （略） 

(2) 室に郵送する方法 

(3) （略） 

4 前項第 2 号及び同項第 3 号に定める方法による利用請

求については，利用請求書が室に到達した時点で請求が

なされたものとみなす。 

5 （略） 

（利用請求の取扱い） 

第 11 条 室は，特定歴史公文書等について前条に定める

利用請求があった場合には，次に掲げる場合を除き，こ

れを利用に供するものとする。 

(1)～(2) （略） 

(3) 当該特定歴史公文書等の原本を利用に供すること

により当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるお

それがある場合又は当該原本が現に使用されている

場合 

2 室は，利用請求に係る特定歴史公文書等が前項第 1 号

に該当するか否かについて判断するに当たっては，当該

特定歴史公文書等が法人文書として作成又は取得され

てからの時の経過を考慮するとともに，当該特定歴史公

文書等に法第 11 条第 5 項の規定による意見が付されて

いる場合には，当該意見を参酌する。 

3 室は，前項において時の経過を考慮するにあたっては，

利用制限は原則として作成又は取得されてから 30 年を

超えないものとする考え方を踏まえるものとする。 

（部分利用） 



第 12 条 室は，前条第 1 項第 1 号又は第 2 号に掲げる場

合であっても，同条第 1 項第 1 号に掲げる情報又は第 1

項第 2 号の条件に係る情報（以下「利用制限情報」とい

う。）が記録されている部分を容易に区分して除くこと

ができるときは，利用請求者に対し，当該部分を除いた

部分を利用させなければならない。ただし，当該部分を

除いた部分に有意の情報が記録されていないと認めら

れるときは，この限りでない。 

2 前項に規定する区分は，次の各号に掲げる特定歴史公

文書等の種類に応じ，当該各号に掲げる方法により行

う。 

(1) 文書又は図画 当該特定歴史公文書等の写しを作

成し，当該写しに記載されている利用制限情報を黒塗

りする方法（ただし，利用請求者の同意があれば，利

用制限情報が記載されている範囲を被覆する方法に

よることを妨げない。） 

(2) （略） 

（本人情報の取扱い） 

第 13 条 室は，第 11 条第 1 項第 1 号イに掲げる情報によ

り識別される特定の個人（以下この条において「本人」

という。）から，当該情報が記録されている特定歴史公文

書等について利用請求があった場合において，次の各号

のいずれかに掲げる書類の提示又は提出があったとき

は，本人の生命，健康，生活又は財産を害するおそれが

ある情報が記録されている場合を除き，当該特定歴史公

文書等につき当該情報が記録されている部分について

も，利用させなければならない。 

(1) 利用請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一

の情報が記載されている運転免許証，健康保険の被保

険者証，行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成 25年法律第 27号）

第 2 条第 7 項に規定する個人番号カード，出入国管理

及び難民認定法（昭和 26 年政令第 319 号）第 19 条の

3 に規定する在留カード，日本国との平和条約に基づ

き日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する

特例法（平成 3 年法律第 71 号）第 7 条第 1 項に規定

する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく

命令の規定により交付された書類であって，当該利用

請求をする者が本人であることを確認するに足りる

もの 

(2) （略） 

2 第 10 条第 3項第 2号又は第 3号に定める方法により利

用請求をする場合には，前項の規定にかかわらず，当該

利用請求者は前項第 1号及び第 2号に掲げる書類のいず

れかを複写機により複写したもの及びその者の住民票

の写しその他のその者が当該複写したものに記載され

た本人であることを示すものとして室が適当と認める

書類（利用請求をする日前 30 日以内に作成されたもの

に限る。）を室に提出すれば足りる。 

（第三者に対する意見提出機会の付与等） 

第 14 条 室は，利用請求に係る特定歴史公文書等に国，

独立行政法人等，地方公共団体，地方独立行政法人及び

第 12 条 室は，前条第 1 項第 1 号又は同項第 2 号に掲げ

る場合であっても，同項第 1 号に掲げる情報又は同項第

2 号の条件に係る情報（以下この条において「利用制限

情報」という。）が記録されている部分を容易に区分して

除くことができるときは，利用請求者に対し，当該部分

を除いた部分を利用させなければならない。ただし，当

該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていない

と認められるときは，この限りでない。 

2 前項に規定する区分の方法は，次の各号に掲げる特定

歴史公文書等の種類に応じ，当該各号に掲げる方法とす

る。 

(1) 文書又は図画 当該特定歴史公文書等の写しを作

成し，当該写しに記載されている利用制限情報を墨塗

りする方法（ただし，利用請求者の同意があれば，利

用制限情報が記載されている範囲を被覆する方法に

よることを妨げない。） 

(2) （略） 

（本人情報の取扱い） 

第 13 条 室は，第 11 条第 1 項第 1 号イに掲げる情報によ

り識別される特定の個人（以下この条において「本人」

という。）から，当該情報が記録されている特定歴史公文

書等について利用請求があった場合において，次の各号

のいずれかに掲げる書類の提示又は提出があったとき

は，本人の生命，健康，生活又は財産を害するおそれが

ある情報が記録されている場合を除き，当該特定歴史公

文書等につき当該情報が記録されている部分について

も，利用に供するものとする。 

(1) 利用請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一

の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許

証，健康保険の被保険者証，行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成 25 年法律第 27 号）第 2 条第 7 項に規定する個人番

号カード，出入国管理及び難民認定法（昭和 26 年政

令第 319 号）第 19 条の 3 に規定する在留カード，日

本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者

等の出入国管理に関する特例法（平成 3 年法律第 71

号）第 7 条第 1 項に規定する特別永住者証明書その他

法律又はこれに基づく命令の規定により交付された

書類であって，当該利用請求をする者が本人であるこ

とを確認するに足りるもの 

(2) （略） 

2 第 10 条第 3項第 2号又は第 3号に定める方法により利

用請求をする場合には，前項の規定にかかわらず，当該

利用請求をする者は，前項各号に掲げる書類のいずれか

を複写機により複写したもの及びその者の住民票の写

しその他のその者が当該複写したものに記載された本

人であることを示すものとして室が適当と認める書類

（利用請求をする日前 30 日以内に作成されたものに限

る。）を室に提出すれば足りるものとする。 

（第三者に対する意見提出機会の付与等） 

第 14 条 室は，利用請求に係る特定歴史公文書等に国，

独立行政法人等，地方公共団体，地方独立行政法人及び



利用請求者以外の者（以下この条において「第三者」と

いう。）に関する情報が記録されている場合には，当該特

定歴史公文書等を利用させるか否かについての決定を

するに当たって，当該情報に係る第三者に対し，次の各

号に掲げる事項を通知して，法第 18 条第 1 項に基づく

意見書を提出する機会を与えることができる。 

(1)～(4) （略） 

2 室は，第三者に関する情報が記録されている特定歴史

公文書等の利用をさせようとする場合であって，当該情

報が独立行政法人等情報公開法第 5条第 1号ロ若しくは

第2号ただし書に規定する情報に該当すると認めるとき

は，利用させる旨の決定に先立ち，当該第三者に対し，

次の各号に掲げる事項を書面により通知して，法第18条

第2項に基づく意見書を提出する機会を与えなければな

らない。ただし，当該第三者の所在が判明しない場合は，

この限りでない。 

(1)～(2) （略） 

(3) 法第 18 条第 2 項の規定を適用する理由 

 

(4)～(5) （略） 

3 室は，第 1 項又は第 2 項の規定により意見書を提出す

る機会を与えられた第三者が当該特定歴史公文書等を

利用させることに反対の意思を表示した意見書（以下

「反対意見書」という。）を提出した場合において，当該

特定歴史公文書等を利用させる旨の決定をするときは，

その決定の日と利用させる日との間に少なくとも2週間

を置かなければならない。この場合において，室は，そ

の決定後直ちに，当該反対意見書を提出した第三者に対

し，法第 18 条第 4 項の規定に基づき利用させる旨の決

定をした旨及びその理由並びに利用させる日を書面に

より通知しなければならない。 

（利用決定） 

第 15 条 （略） 

2 （略） 

3 室は，利用決定に関し，事務処理上の困難その他正当な

理由があるときは，第 1 項の規定にかかわらず，第 1 項

ただし書に規定する期間を 30 日以内に限り延長するこ

とができる。この場合において，室は，利用請求者に対

し，遅滞なく，延長後の期間及び延長の理由を通知する

ものとする。 

4 室は，利用請求に係る特定歴史公文書等が著しく大量

であるため，利用請求があった日から 60 日以内にその

全てについて利用決定をすることにより事務の遂行に

著しい支障が生ずるおそれがある場合には，第 1 項及び

前項の規定にかかわらず，利用請求に係る特定歴史公文

書等のうちの相当の部分につき当該期間内に利用決定

をし，残りの部分については相当の期間内に利用決定を

することができる。この場合において，室は，利用請求

があった日から 30 日以内（第 10 条第 5 項の規定による

補正に要した日数を除く。）に，利用請求者に対し，次の

各号に掲げる事項を書面により通知しなければならな

い。 

利用請求をした者以外の者（以下この条において「第三

者」という。）に関する情報が記録されている場合には，

当該特定歴史公文書等を利用させるか否かについての

決定をするに当たって，当該情報に係る第三者に対し，

次の各号に掲げる事項を通知して，法第 18 条第 1 項に

基づく意見書を提出する機会を与えることができる。 

(1)～(4) （略） 

2 室は，第三者に関する情報が記録されている特定歴史

公文書等の利用をさせようとする場合であって，当該情

報が独立行政法人等情報公開法第 5条第 1号ロ若しくは

第2号ただし書に規定する情報に該当すると認めるとき

は，利用させる旨の決定に先立ち，当該第三者に対し，

次の各号に掲げる事項を書面により通知して，法第18条

第2項に基づく意見書を提出する機会を与えなければな

らない。ただし，当該第三者の所在が判明しない場合は，

この限りでない。 

(1)～(2) （略） 

(3) 利用請求に係る特定歴史公文書等の利用をさせよ

うとする理由 

(4)～(5) （略） 

3 室は，第 1 項又は第 2 項の規定により意見書を提出す

る機会を与えられた第三者が当該特定歴史公文書等を

利用させることに反対の意思を表示した意見書を提出

した場合において，当該特定歴史公文書等を利用させる

旨の決定をするときは，その決定の日と利用させる日と

の間に少なくとも 2 週間を置かなければならない。この

場合において，室は，その決定後直ちに，当該意見書（第

21 条において「反対意見書」という。）を提出した第三

者に対し，法第 18 条第 4 項に基づき利用させる旨の決

定をした旨及びその理由並びに利用させる日を書面に

より通知しなければならない。 

（利用決定） 

第 15 条 （略） 

2 （略） 

3 室は，利用決定に関し，事務処理上の困難その他正当な

理由があるときは，第 1 項の規定にかかわらず，同項た

だし書に規定する期間を 30 日以内に限り延長すること

ができる。この場合において，室は，利用請求者に対し，

遅滞なく，延長後の期間及び延長の理由を通知するもの

とする。 

4 室は，利用請求に係る特定歴史公文書等が著しく大量

であるため，利用請求があった日から 60 日以内にその

すべてについて利用決定をすることにより事務の遂行

に著しい支障が生ずるおそれがある場合には，第 1 項及

び前項の規定にかかわらず，利用請求に係る特定歴史公

文書等のうちの相当の部分につき当該期間内に利用決

定をし，残りの部分については相当の期間内に利用決定

をすることができる。この場合において，室は，利用請

求があった日の翌日から 30 日以内（第 10 条第 5 項の規

定により補正に要した日数を除く。）に，利用請求者に対

し，次に掲げる事項を書面により通知しなければならな

い。 



(1)～(2) （略） 

（利用決定の通知） 

第 16 条  室は，利用決定をした場合，当該特定歴史公文

書等の利用請求者に対して，次の各号に掲げる事項につ

いて記載した通知書（以下「利用決定通知書」という。）

により決定の内容を通知しなければならない。 

(1)～(3) （略） 

2 （略） 

3 通知は，閲覧室で行うほか，利用請求者の求めに応じ，

次の各号に掲げる方法により行うこともできる。この場

合，第 1 号の方法において必要な送料は，利用請求者が

負担するものとする。 

(1) 利用決定通知書を利用請求者に郵送等する方法 

(2) （略） 

（利用の方法） 

第 17 条 特定歴史公文書等の利用は，文書又は図画につ

いては閲覧又は写しの交付の方法により，電磁的記録に

ついては次の各号に掲げる方法により行う。  

(1) 当該電磁的記録を専用機器により再生又は映写し

たものの聴取，視聴又は閲覧 

(2)～(3) （略） 

2～3 （略） 

4 利用の方法申出書は，利用決定の通知があった日から

30 日以内での提出を求める。ただし，利用請求者におい

て，当該期間内に当該申出をすることができないことに

つき正当な理由があるときは，この限りでない。 

 

5 （略） 

（閲覧の方法等） 

第 18 条 （略） 

2 （略） 

（写しの交付の方法等） 

第 19 条 特定歴史公文書等の写しの交付は，当該特定歴

史公文書等の全部について行うほか，その一部について

も行うことができる。この場合において，室は，利用請

求者に対し，具体的な範囲の特定を求める。 

2 写しの交付は，次の各号に掲げる特定歴史公文書等の

媒体について，当該各号に定めるものの中から室が指定

した方法のうち，利用請求者の希望するものについて，

利用請求者から部数の指定を受けた上で実施するもの

とする。 

(1) 文書又は図画（第 7 条及び法第 16 条第 3 項の規定

に基づく利用のために作成された複製物を含む。次号

において同じ。） 

イ （略） 

ロ スキャナ等により読み取ってできた電磁的記録 

ハ スキャナ等により読み取ってできた電磁的記録

を用紙に出力したもの 

ニ スキャナ等により読み取ってできた電磁的記録

を光ディスク（日本工業規格 X0606 及び X6281 に適

合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装

置で再生することが可能なものに限る。）に複写し

(1)～(2) （略） 

（利用決定の通知） 

第 16 条  室は，利用決定をした場合，当該特定歴史公文

書等の利用請求者に対して，以下の事項について記載し

た通知書（以下「利用決定通知書」という。）により決定

の内容を通知しなければならない。 

(1)～(3) （略） 

2 （略） 

3 通知は，閲覧室で行うほか，利用請求者の求めに応じ，

次の各号に掲げる方法により行うこともできる。この場

合，第 1 号の方法において必要な郵送料は，利用請求者

が負担するものとする。 

(1) 利用決定通知書を利用請求者に郵送する方法 

(2) （略） 

（利用の方法） 

第 17 条 特定歴史公文書等の利用は，文書又は図画につ

いては閲覧又は写しの交付の方法により，電磁的記録に

ついては次の各号に掲げる方法により行う。  

(1) 当該電磁的記録を専用機器により再生又は映写し

たものの閲覧，視聴又は聴取 

(2)～(3) （略） 

2～3 （略） 

4 利用の方法申出書は，利用決定の通知があった日から

30 日以内での提出を求めるものとする。ただし，利用請

求者において，当該期間内に当該申出をすることができ

ないことにつき正当な理由があるときは，この限りでな

い。 

5 （略） 

（閲覧の方法等） 

第 18 条 （略） 

2 （略） 

（写しの交付の方法等） 

第 19 条 特定歴史公文書等の写しの交付は，当該特定歴

史公文書等の全部について行うほか，その一部について

も行うことができる。この場合において，室は，利用請

求者に対し，具体的な範囲の特定を求めるものとする。

2 写しの交付は，次の各号に掲げる特定歴史公文書等の

媒体について，当該各号に定めるものの中から室が指定

した方法のうち，利用請求者の希望するものについて，

利用請求者から部数の指定を受けた上で，実施するもの

とする。 

(1) 文書又は図画（第 7 条及び法第 16 条第 3 項の規定

に基づく利用のために作成された複製物を含む。次号

において同じ。） 

イ （略） 

ロ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録 

 

 

ハ ロを光ディスク等に複写したもの 

 

 

 



たもの 

ホ スキャナ等により読み取ってできた電磁的記録

を光ディスク（日本工業規格 X6241 に適合する直径

120 ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生す

ることが可能なものに限る。）に複写したもの 

   

   

   

 

 

(2) 電磁的記録 

イ （略） 

ロ （略） 

ハ 電磁的記録として複写したものを光ディスク（日

本工業規格 X0606 及び X6281 に適合する直径 120 ミ

リメートルの光ディスクの再生装置で再生するこ

とが可能なものに限る。）に複写したもの 

ニ 電磁的記録として複写したものを光ディスク（日

本工業規格 X6241に適合する直径 120ミリメートル

の光ディスクの再生装置で再生することが可能な

ものに限る。）に複写したもの 

3 （略） 

4 室は，次条に定める手数料の納付が確認されたのち，速

やかに写しの交付を行うものとする。 

5 写しの交付は，室において行うほか，利用請求者の求め

に応じ，次の各号に掲げる方法により行うこともでき

る。この場合，第 1 号の方法において必要な送料は，利

用請求者が負担するものとする。 

(1) 郵便等を用いて利用請求者に送付する方法 

(2) （略） 

（手数料等） 

第 20 条 室は，利用請求者が写しの交付を受ける場合に

は，料金表に基づき算出した手数料の納入を，次の各号

に定めるもののうち，室が指定する方法により受け取る

ものとする。 

(1) （略） 

(2) 室に郵便書留で送付する方法 

2 前項第 2 号の方法をとるための手続に必要な費用は，

利用請求者が負担するものとする。 

3 （略） 

（審査請求） 

第 21 条 国立大学法人神戸大学長（以下「学長」という。）

は，法第 21 条第 1 項に基づく審査請求があったときは，

次の各号のいずれかに該当する場合を除き，法第 28 条

第 1 項に基づく公文書管理委員会（以下「公文書管理委

員会」という。）に法第 21 条第 4 項に基づく諮問をしな

ければならない。 

(1)～(2) （略） 

2 学長は，前項の諮問をした場合は，次の各号に掲げる者

に対し，諮問をした旨を通知しなければならない。 

(1)～(3) （略） 

3 （略） 

 

 

 

 

 

ニ ロを用紙に出力したもの 

ホ デジタルカメラ等により撮影してできた電磁的

記録 

ヘ ホを光ディスク等に複写したもの 

ト ホを用紙に出力したもの 

(2) 電磁的記録 

イ （略） 

ロ （略） 

ハ ロを光ディスク等に複写したもの 

 

 

 

 

 

 

 

3 （略）  

4 室は，第20条に定める手数料の納付が確認されたのち，

速やかに写しの交付を行うものとする。 

5 写しの交付は，室において行うほか，利用請求者の求め

に応じ，次の各号に掲げる方法により行うこともでき

る。この場合，第 1 号の方法において必要な郵送料は，

利用請求者が負担するものとする。 

(1) 利用請求者に郵送する方法 

(2) （略） 

（手数料等） 

第 20 条 室は，利用請求者が写しの交付を受ける場合に

は，料金表に基づき算出した手数料の納入を，次の各号

に定めるもののうち，室が指定する方法により受け取る

ものとする。 

(1) （略） 

(2) 室に現金書留で送付する方法 

2 前項第 2 号の手続に必要な費用は，利用請求者が負担

するものとする。 

3 （略） 

（審査請求） 

第 21 条 神戸大学長は，法第 21 条に基づく審査請求があ

った時は，次の各号のいずれかに該当する場合を除き，

公文書管理委員会に諮問する。 

 

 

 

(1)～(2) （略） 

2 神戸大学長は，前項の諮問をした場合は，次に掲げる者

に対し，諮問をした旨を通知する。 

(1)～(3) （略） 

3 （略） 



4 学長は，公文書管理委員会から第 1 項の諮問に対する

答申を受けた場合は，当該答申を踏まえ，遅滞なく裁決

をしなければならない。 

第 2 節 利用の促進 

（簡便な方法による利用等） 

第 22 条 室は，法第 16 条において利用が認められている

特定歴史公文書等について，第1節に定める方法のほか，

あらかじめ手続を定めた上で，簡便な方法（次項に定め

るものを除く。）により利用に供するよう努めなければ

ならない。 

2 室は，特定歴史公文書等のデジタル画像等の情報をイ

ンターネットの利用により公開すること等の方法によ

り，積極的に一般の利用に供するよう努めなければなら

ない。 

第 23 条～第 24 条 （略） 

（原本の特別利用） 

第 25 条 室は，原本の利用を認めるとその保存に支障を

生ずるおそれがある特定歴史公文書等について，複製物

によっては利用目的を果たすことができない場合等原

本による利用が必要と認められる場合は，別に定めると

ころにより，特に慎重な取扱いを確保した上で，当該原

本の利用を希望する者に対し特別に原本を利用に供す

ることができる。 

（レファレンス） 

第 26 条 室は，特定歴史公文書等の効果的な利用を確保

するため，レファレンスを行うものとする。ただし，鑑

定の依頼，文書の解読・翻訳，法律相談，学習課題の回

答等，室の業務として情報提供することが適当でないと

認められる場合はこの限りでない。 

 

 

 

 

 

2 室は，閲覧室の開室時間中，口頭，電話，書面その他の

方法により，レファレンスに係る利用を希望する者の申

込みを受け付けることができる。 

第 3 節 移管元部局等の利用 

（移管元部局等の利用） 

第 27 条 室は，移管元部局等が，法第 24 条に定める利用

の特例の適用を求める場合は，当該利用請求者に対して

身分証の提示及び移管元部局等利用請求書の提出を求

める。 

 

2 移管元部局等に属する利用請求者が室の外での閲覧を

希望した場合，室は，第 18 条の規定にかかわらず，30

日以内を限度として，その閲覧を認めることができる。

第 4 節 利用時間及び休室日 

（室の開室） 

第 28 条 室は，利用に関する業務を実施するため，次の

各号に掲げる日を除き，毎日開室する。 

(1)～(2) （略） 

4 神戸大学長は，公文書管理委員会から第 1 項の諮問に

対する答申を受けた場合は，当該答申を踏まえ，遅滞な

く裁決を行うものとする。 

 

（簡便な方法による利用等） 

第 22 条 室は，法第 16 条において利用が認められている

特定歴史公文書等について，第 10 条から第 21 条までに

定める方法のほか，あらかじめ手続を定めた上で，簡便

な方法（次項に定めるものを除く。）により利用に供する

ものとする。 

2 室は，特定歴史公文書等のデジタル画像等の情報をイ

ンターネットの利用により公開すること等の方法によ

り，積極的に一般の利用に供するものとする。 

 

第 23 条～第 24 条 （略） 

（原本の特別利用） 

第 25 条 室は，原本の利用を認めるとその保存に支障を

生ずるおそれがある特定歴史公文書等について，複製物

によっては利用目的を果たすことができない場合等原

本による利用が必要と認められる場合は，別に定めると

ころにより，特に慎重な取扱いを確保した上で，利用者

に対し特別に原本を利用に供することができる。 

 

（レファレンス） 

第 26 条 室は，特定歴史公文書等の効果的な利用を確保

するため，次に掲げるレファレンスを行う。ただし，鑑

定の依頼，文書の解読・翻訳，法律相談，学習課題の回

答等，室の業務として情報提供することが適当でないと

認められる場合はこの限りでない。 

(1) 特定歴史公文書等の利用に関する情報の提供 

(2) 特定歴史公文書等の目録に関する情報の提供 

(3) 特定歴史公文書等の検索方法に係る情報の提供 

(4) 特定歴史公文書等に関する参考文献，他の公文書

館等に関する情報の提供 

2 レファレンスは，閲覧室の開室時間中は随時，口頭，電

話，書面その他の方法により，申し込むことができるも

のとする。 

 

（移管元部局等の利用） 

第 27 条 室は，特定歴史公文書等を移管した本学の部局

等（以下この条において「移管元部局等」という。）が，

法第 24 条に定める利用の特例の適用を求める場合は，

身分証の提示及び移管元部局等利用請求書の提出を求

めるものとする。 

2 移管元部局等に属する利用者が室の外での閲覧を希望

した場合，室は，第 18 条の規定にかかわらず，1 月を限

度として，その閲覧を認めることができる。 

 

（室の開室） 

第 28 条 室は，利用に関する業務を実施するため，次に

掲げる日を除き，毎日開館する。 

(1)～(2) （略） 



(3) 国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）

に定める休日 

(4)～(5) （略） 

2～3 （略） 

第 4 章 廃棄 

第 29 条 （略） 

第 5 章 研修 

（研修の実施） 

第 30 条 室は，その職員に対し，歴史公文書等を適切に

保存し利用に供するために必要な専門的知識及び技能

を習得させ並びに向上させるために必要な研修の機会

を与えるものとする。室は，必要に応じて，その研修を

行うこともできる。 

2 室は，その職員以外の職員に対し，歴史公文書等の適切

な保存及び移管を確保するために必要な知識及び技能

を習得させ並びに向上させるために必要な研修の機会

を与えるものとする。室は，必要に応じて，その研修を

行うこともできる。 

3 室は，第 1 項及び前項の研修を実施するときは，その

必要性を把握し，その結果に基づいて研修計画を立てる

ものとする。 

4 室は，第 1 項及び第 2 項の研修を実施したときは，歴

史公文書等の適切な保存及び移管の改善に資するため，

研修効果の把握に努めるものとする。 

 

第 6 章 雑則 

第 31 条 （略） 

（利用等要項の備付等） 

第 32 条 室は，本要項について，閲覧室に常時備え付け

るほか，インターネットの利用等により公表するものと

する。 

第 33 条 （略） 

 

   附 則（平成 30 年 9 月 26 日） 

この要項は，平成 30 年 10 月 1 日から施行する。 

 

 

別表（第 19 条関係） 

特定歴史公

文書等の媒

体の種別 

写しの交付方法 
写しの交付に係る 

手数料の額 

1  文書又

は図画（第

7 条及び

法第 16 条

第 3 項の

規定に基

づく利用

のために

作成され

た複製物

イ 用紙に複写

したものの交付 

(1) モノクローム

で複写した場合 

用紙（Ｂ5 判，

Ａ4 判，Ｂ4 判及

びＡ3 判に限る。）

1 枚につき 10 円 

(2) カラーで複写

した場合 

用紙（Ｂ5 判，

Ａ4 判，Ｂ4 判及

(3) 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178

号。） 

(4)～(5) （略） 

2～3 （略） 

 

第 29 条 （略） 

 

（研修の実施） 

第 30 条 室は，その職員に対し，歴史公文書等を適切に

保存し利用に供するために必要な専門的知識及び技能

を習得させ，及び向上させるために必要な研修を行うも

のとする。 

 

2 室は，前項に定めるもののほか，本学の職員に対し，歴

史公文書等の適切な保存及び移管を確保するために必

要な知識及び技能を習得させ，及び向上させるために必

要な研修を行うものとする。 

 

3 室は，前 2 項の研修の実施に当たっては，その必要性

を把握し，その結果に基づいて研修の計画を立てなけれ

ばならない。 

4 室は，第 1 項及び第 2 項の研修を実施したときは，研

修計画の改善その他歴史公文書等の適切な保存及び移

管の改善に資するため，その効果の把握に努めるものと

する。 

 

第 31 条 （略） 

（利用等規則の備付等） 

第 32 条 室は，本要項について，閲覧室に常時備え付け

るほか，インターネットの利用等により公表するものと

する。 

第 33 条 （略） 

 

 

 

 

 

別表（第 19 条関係） 

特定歴史公

文書等の媒

体の種別 

写しの交付方法 
写しの交付に係る 

手数料の額 

1  文書又

は図画（第

7 条及び

法第 16 条

第 3 項の

規定に基

づく利用

のために

作成され

た複製物

イ 用紙に複写

したものの交付 

(1) モノクローム

で複写した場合 

用紙（Ｂ5 判，

Ａ4 判，Ｂ4 判及

びＡ3 判に限る。）

1 枚につき 10 円 

(2) カラーで複写

した場合 

用紙（Ｂ5 判，

Ａ4 判，Ｂ4 判及



を含む。） びＡ3 判に限る。）

1 枚につき 20 円 

ロ スキャナ等

により読み取っ

てできた電磁的

記録の交付 

(1) スキャナによ

る読取りの場合 

電子メール等

の情報通信技術

を用いて利用請

求者に送付する

場合，当該文書又

は図画1枚につき

10 円 

(2) デジタルカメ

ラによる撮影の場

合 

電子メール等

の情報通信技術

を用いて利用請

求者に送付する

場合，当該文書又

は図画1枚につき

30 円 

ハ スキャナ等

により読み取っ

てできた電磁的

記録を用紙に出

力したものの交

付 

(1) スキャナによ

る読取りの場合 

(i) モノクロー

ムで出力した場

合 

用紙（Ｂ5 判，

Ａ4 判，Ｂ4 判及

び Ａ 3 判 に 限

る。）1 枚につき

20 円 

(ii) カラーで出

力した場合 

用紙（Ｂ5 判，

Ａ4 判，Ｂ4 判及

び Ａ 3 判 に 限

る。）1 枚につき

30 円 

(2) デジタルカメ

ラによる撮影の場

合 

(i) モノクロー

ムで出力した場

合 

用紙（Ｂ5 判，

Ａ4 判，Ｂ4 判及

び Ａ 3 判 に 限

る。）1 枚につき

40 円 

(ii) カラーで出

力した場合 

を含む。） びＡ3 判に限る。）

1 枚につき 20 円 

ロ スキャナに

より読み取って

できた電磁的記

録の交付 

 

 

電子メール等の情

報通信技術を用いて

利用請求者に送付す

る場合，当該文書又

は図画 1 枚につき 10

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ スキャナに

より読み取って

できた電磁的記

録を光ディスク

等に複写したも

のの交付 

(1) 日本工業規格

Ｘ 0606 及 び Ｘ

6281 に適合する

直径120ミリメー

トルの光ディス

クの再生装置で

再生することが

可能な光ディス

クに複写した場

合 

光ディスク 1

枚につき 100 円

に，当該文書又は

図画 1 枚ごとに

10 円を加えた額 

 

 

(2) 日本工業規格

Ｘ6241 に適合す

る直径120ミリメ

ートルの光ディ

スクの再生装置

で再生すること

が可能な光ディ

スクに複写した

場合 

光ディスク 1

枚につき 120 円

に，当該文書又は

図画 1 枚ごとに



用紙（Ｂ5 判，

Ａ4 判，Ｂ4 判及

び Ａ 3 判 に 限

る。）1 枚につき

50 円 

ニ スキャナ等

により読み取

ってできた電

磁的記録を光

ディスク（日本

工 業 規 格 Ｘ

0606 及 び Ｘ

6281 に適合す

る直径120ミリ

メートルの光

ディスクの再

生装置で再生

することが可

能なものに限

る。）に複写し

たものの交付 

(1) スキャナによ

る読取りの場合 

光ディスク1枚

につき 100 円に，

当該文書又は図

画 1 枚ごとに 10

円を加えた額 

(2) デジタルカメ

ラによる撮影の場

合 

光ディスク1枚

につき 100 円に，

当該文書又は図

画 1 枚ごとに 30

円を加えた額 

ホ スキャナ等

により読み取

ってできた電

磁的記録を光

ディスク（日本

工 業 規 格 Ｘ

6241 に適合す

る直径120ミリ

メートルの光

ディスクの再

生装置で再生

することが可

能なものに限

る。）に複写し

たものの交付 

(1) スキャナによ

る読取りの場合 

光ディスク1枚

につき 120 円に，

当該文書又は図

画 1 枚ごとに 10

円を加えた額 

(2) デジタルカメ

ラによる撮影の場

合 

光ディスク1枚

につき 120 円に，

当該文書又は図

画 1 枚ごとに 30

円を加えた額 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 円を加えた額 

 

 

 

 

ニ スキャナに

より読み取っ

てできた電磁

的記録を用紙

に出力したも

のの交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) モノクローム

で出力した場合 

用紙（Ｂ5 判，

Ａ4 判，Ｂ4 判及

びＡ3 判に限る。）

1 枚につき 20 円 

 

(2) カラーで出力

した場合 

用紙（Ｂ5 判，

Ａ4 判，Ｂ4 判及

びＡ3 判に限る。）

1 枚につき 30 円 

ホ デジタルカ

メラ等により撮

影してできた電

磁的記録の交付 

電子メール等の情

報通信技術を用いて

利用請求者に送付す

る場合，当該文書又

は図画 1 枚につき 30

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘ デジタルカ

メラ等により撮

影してできた電

磁的記録を光デ

ィスク等に複写

したものの交付 

(1) 日本工業規格

Ｘ 0606 及 び Ｘ

6281 に適合する

直径120ミリメー

トルの光ディス

クの再生装置で

再生することが

可能な光ディス

クに複写した場

合 

光ディスク 1

枚につき 100 円

に，当該文書又は

図画 1 枚ごとに

30 円を加えた額 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  電磁的

記録（第 7

条及び法

第 16 条第

3 項の規

定に基づ

く利用の

ために作

成された

複製物を

含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 用紙に出力

したものの交付 

(1) モノクローム

で出力した場合 

用紙（Ｂ5 判，

Ａ4 判，Ｂ4 判及

びＡ3 判に限る。）

1 枚につき 10 円 

(2) カラーで出力

した場合 

用紙（Ｂ5 判，

Ａ4 判，Ｂ4 判及

びＡ3 判に限る。）

1 枚につき 20 円 

ロ 電磁的記録

として複写した

ものの交付 

電子メール等の情

報通信技術を用いて

利用請求者に送付す

る場合，1 ファイルに

つき 210 円 

ハ  電磁的記録

として複写した

ものを光ディス

ク（日本工業規

格Ｘ0606 及び

 

 

 

 

 

(2) 日本工業規格

Ｘ6241 に適合す

る直径120ミリメ

ートルの光ディ

スクの再生装置

で再生すること

が可能な光ディ

スクに複写した

場合 

光ディスク 1

枚につき 120 円

に，当該文書又は

図画 1 枚ごとに

30 円を加えた額 

ト デジタルカ

メラ等により

撮影してでき

た電磁的記録

を用紙に出力

したものの交

付 

(1) モノクローム

で出力した場合 

用紙（Ｂ5 判，

Ａ4 判，Ｂ4 判及

びＡ3 判に限る。）

1 枚につき 40 円 

(2) カラーで出力

した場合 

用紙（Ｂ5 判，

Ａ4 判，Ｂ4 判及

びＡ3 判に限る。）

1 枚につき 20 円

に，当該文書又は

図画 1 枚ごとに

30 円を加えた額 

2  電磁的

記録（第 7

条及び法

第 16 条第

3 項の規

定に基づ

く利用の

ために作

成された

複製物を

含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 用紙に出力

したものの交付 

(1) モノクローム

で出力した場合 

用紙（Ｂ5 判，

Ａ4 判，Ｂ4 判及

びＡ3 判に限る。）

1 枚につき 10 円 

(2) カラーで出力

した場合 

用紙（Ｂ5 判，

Ａ4 判，Ｂ4 判及

びＡ3 判に限る。）

1 枚につき 20 円 

ロ 電磁的記録

として複写した

ものの交付 

電子メール等の情

報通信技術を用いて

利用請求者に送付す

る場合，1 ファイルに

つき 210 円 

ハ  電磁的記録

として複写した

ものを光ディス

ク等に複写した

ものの交付 

(1) 日本工業規格

Ｘ 0606 及 び Ｘ

6281 に適合する

直径120ミリメー

トルの光ディス



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｘ6281 に適合

する直径 120 ミ

リメートルの光

ディスクの再生

装置で再生する

ことが可能なも

のに限る。）に複

写したものの交

付 

 

 

 

 

 

光ディスク 1 枚に

つき 100 円に，1 ファ

イルごとに 210 円を

加えた額 

 

ニ  電磁的記録

として複写した

ものを光ディス

ク（日本工業規

格Ｘ6241 に適

合する直径 120

ミリメートルの

光ディスクの再

生装置で再生す

ることが可能な

ものに限る。）に

複写したものの

交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光ディスク 1 枚に

つき 120 円に，1 ファ

イルごとに 210 円を

加えた額 

 

備考 1) 1 の項イ，ハ又は 2 の項イの場合において，両

面印刷の用紙を用いるときは，片面を 1 枚として

額を算出する。 

2) 表中にある「日本工業規格Ｘ0606 及びＸ6281 に

適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再

生装置で再生することが可能なもの」とはＣＤ－

Ｒのことを指し，「日本工業規格Ｘ6241 に適合す

る直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置

で再生することが可能なもの」とはＤＶＤ－Ｒの

ことを指す。 

 

 

別紙様式第1号 （別紙のとおり） 

別紙様式第2号-1，別紙様式第2号-2 （略） 

別紙様式第3号 （別紙のとおり） 

別紙様式第4号 （略） 

別紙様式第5号～別紙様式第10号 （別紙のとおり） 

別紙様式第11号 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クの再生装置で

再生することが

可能な光ディス

クに複写した場

合 

光ディスク 1

枚につき 100 円

に，1 ファイルご

とに210円を加え

た額 

(2) 日本工業規格

Ｘ6241 に適合す

る直径120ミリメ

ートルの光ディ

スクの再生装置

で再生すること

が可能な光ディ

スクに複写した

場合 

光ディスク 1

枚につき 120 円

に，1 ファイルご

とに210円を加え

た額 

備考 1) 1 の項イ，同項ニ，同項ト又は 2 の項イの場合

において，両面印刷の用紙を用いるときは，片面

を 1 枚として額を算出する。 

2) 表中にある「日本工業規格Ｘ0606 及びＸ6281 に

適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再

生装置で再生することが可能な光ディスク」とは

ＣＤ－Ｒのことを指し，「日本工業規格Ｘ6241 に

適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再

生装置で再生することが可能な光ディスク」とは

ＤＶＤ－Ｒのことを指す。 

 

 

別紙様式第1号 （別紙のとおり） 

別紙様式第2号-1，別紙様式第2号-2 （略） 

別紙様式第3号 （別紙のとおり） 

別紙様式第4号 （略） 

別紙様式第5号～別紙様式第10号 （別紙のとおり） 

別紙様式第11号 （略） 

 

 



別紙様式第 1 号（第 10 条第 2 項関係） 

特定歴史公文書等利用請求書 

平成   年   月   日 

 神戸大学大学文書史料室長  殿 

 

氏名又は名称： （法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名）      住所又は居所： （法人その他の団体にあっては主たる事務所等の所在地） 

                                   〒                      TEL     （   ）     

連絡先：（連絡先が「氏名又は名称」欄に記載された本人以外の場合は，連絡担当者の住所・氏名・電話番号）（電子メールによる写しの送付を希望する場合は，メールアドレスを記入） 

                                                                          
公文書等の管理に関する法律第 16 条の規定に基づき，下記のとおり特定歴史公文書等の利用を請求します。 

記 

№ 識 別 番 号 目 録 に 記 載 さ れ た 特 定 歴 史 公 文 書 等 の 名 称 利 用 方 法 
利用制限区分 

（※室記入欄） 

１   
 □ 閲 覧 

 □ 写しの交付（  通）

□ 全部利用可 

□ 一部利用不可 

□ 利用不可 

２   
 □ 閲 覧 

 □ 写しの交付（  通）

□ 全部利用可 

□ 一部利用不可 

□ 利用不可 

３   
 □ 閲 覧 

 □ 写しの交付（  通）

□ 全部利用可 

□ 一部利用不可 

□ 利用不可 

４   
 □ 閲 覧 

 □ 写しの交付（  通）

□ 全部利用可 

□ 一部利用不可 

□ 利用不可 

５   
 □ 閲 覧 

 □ 写しの交付（  通）

□ 全部利用可 

□ 一部利用不可 

□ 利用不可 

 写しの作成方法 

 文書又は

 図画 

 □ 用紙への複写（モノクロ・カラー）（B5・A4・B4・A3 ）［№          ］ 

 □ スキャニング等によるデジタル化（スキャナ・デジタルカメラ）（□用紙出力を希望 モノクロ・カラー）（□光ディスクへの複写を希望 CD-R・DVD-R） 
［№          ］ 

 □ その他の方法（                                       ）［№          ］ 

 電磁的 

 記録 

 □ 電磁的記録の用紙への出力（モノクロ・カラー）（B5・A4・B4・A3 ）［№          ］ 

 □ 電磁的記録の複写（□光ディスクへの複写を希望 CD-R・DVD-R ）［№          ］ 

 □ その他の方法（                                       ）［№          ］ 

 写しの交付の方法  □ 室において交付  □ 郵送（送付先                      ） □ その他の方法（                    ） 

（注）利用請求時に利用方法（写しの交付の場合は，併せて写しの作成方法及び交付の方法）を選択し，利用決定後も変更がない場合は，利用の方法申出書の提出を省略することができます。 
（注）写しの作成方法及び部数については，写しの交付による利用を希望する場合のみ記入してください。 

（新） 



 

 

別紙様式第 3 号 第三者意見照会書（第 14 条第 1・2 項及び法第 18 条第 1・2 項関係の

意見書） 

平成  年  月  日 

 

特定歴史公文書等の利用に関する意見書 

 

神戸大学大学文書史料室長 殿 

 

              （ふりがな） 

              氏名又は名称：                                      
              （法人等にあってはその名称及び代表者の氏名） 

 

              住所又は居所：〒                                   

              （法人等にあってはその主たる事務所等の所在地） 

 

              連絡先（電話番号）：                                 
 平成  年  月  日付けで照会のあった特定歴史公文書等の利用について，下記の

とおり意見を提出します。 

記 

 照会のあった特定歴史 
 公文書等の名称 

 

 

 （識別番号）  

 利用に関しての御意見 

 

※ 

 1  意見はない。又は支障（不利益）はない。 

 

 2  利用されると支障（不利益）がある。 

  (1) 支障（不利益）がある部分 

 

 

 

  (2) 支障（不利益）の具体的内容 

 

 

 

 連絡先 

（担当課，電話番号等） 

 

 

※ 1 又は 2 のうち該当する番号に○印を付して下さい。2 を選択された場合は，支障

（不利益）がある部分及びその具体的内容も記載して下さい。 

  



別紙様式第 5 号（第 15 条第 3 項関係） 

                                 第     号 

平成  年  月  日 

 

（利用請求者） 様 

 

                                            神戸大学大学文書史料室長 

                                      印 

 

利用決定の期限の延長について（通知） 

 

 平成  年  月  日付けの特定歴史公文書等の利用請求については，神戸大学大学

文書史料室利用等要項第 15 条第 3 項の規定（30 日以内の延長）を適用し，下記のとおり，

利用決定の期限を延長することとしましたので通知します。 

 

記 
 
 1 利用請求のあった特定歴史公文書等の識別番号・名称 

 

 

 2 延長後の期限 

 

 

 3 延長の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊本件連絡先 

  神戸大学大学文書史料室 （内線：５０３５） 

  電話：０７８－８０３－５０３５  ＦＡＸ：０７８－８０３－５０３８ 

  e-mail：archives@lib.kobe-u.ac.jp



 

 

別紙様式第 6 号（第 15 条第 4 項関係） 

                                 第     号 

平成  年  月  日 

 

（利用請求者） 様 

 

                                            神戸大学大学文書史料室長 

                                      印 

 

利用決定の期限の特例の適用について（通知） 

 

 平成  年  月  日付けの特定歴史公文書等の利用請求については，下記のとおり，

神戸大学大学文書史料室利用等要項第 15 条第 4 項の規定（利用決定の期限の特例）を適

用することとしましたので通知します。 

 

記 

 

 1 利用請求のあった特定歴史公文書等の識別番号・名称 

 

 

 2 第 15 条第 4 項の規定（利用決定の期限の特例）を適用することとした理由 

 

 

 

 3 利用決定する期限 

  （  月  日までに可能な部分について利用決定を行い，残りの部分については， 

   次に記載する時期までに利用決定する予定です。） 
 

      平成  年  月  日 （ ） 

 

 

 

 

 ＊本件連絡先 

  神戸大学大学文書史料室 （内線：５０３５） 

  電話：０７８－８０３－５０３５  ＦＡＸ：０７８－８０３－５０３８ 

  e-mail：archives@lib.kobe-u.ac.jp



別紙様式第 7 号（第 16 条第 1 項関係） 

                                 第     号 

平成  年  月  日 

 

特定歴史公文書等利用決定通知書 

 

（利用請求者） 様 

                                            神戸大学大学文書史料室長 

                                      印 

 

 平成  年  月  日付けで請求のありました特定歴史公文書等の利用について，公

文書等の管理に関する法律第 16 条の規定に基づき，下記のとおりとすることとしました

ので通知します。 

記 
 
1 原本を利用に供する特定歴史公文書等の識別番号・名称及び利用制限を行う部分があ

ればその理由 

特定歴史公文書等の

識別番号・名称 

□ 別紙のとおり 

□ 下記のとおり 

（                         ）

利用制限を行う理由 
□ 個人に関する情報を含むため 

□ その他（                     ）

 
2 写しを利用に供する特定歴史公文書等の識別番号・名称，原本の利用を認めない理由及

び利用制限を行う部分があればその理由 

特定歴史公文書等の

識別番号・名称 

□ 別紙のとおり 

□ 下記のとおり 

（                         ）

原本の利用を認めな

い理由 

□ 劣化が著しいため 

□ その他（                     ）

利用制限を行う理由 
□ 個人に関する情報を含むため 

□ その他（                     ）

 
3 利用を認めないこととした特定歴史公文書等の識別番号・名称及び利用を認めない理由 

識別番号・名称 

□ 別紙のとおり 

□ 下記のとおり 

（                         ）

利用を認めない理由  



 

 

 
 この決定に不服があるときは，行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 2 条に基づ

き，この決定があったことを知った日の翌日から起算して 3 ヶ月以内に神戸大学長に対し

て審査請求をすることができます。 

 また，この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は，行政事件訴訟法（昭和 37 年法

律第 139 号）の規定により，この決定があったことを知った日から 6 ヶ月以内に，神戸大

学長を被告として，神戸地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 

4 利用の方法 

 (1) 利用の方法 

特定歴史公文書等

の識別番号・名称 

□ 別紙のとおり 
□ 下記のとおり 
（                          ）

利用の方法 
□ 閲覧 

□ 写しの交付（                   ）

□ その他（                     ）

写しを送付する場

合の準備日数 
 

 
 (2) 閲覧することができる日時，場所 

閲覧可能日時 
□ この決定日以降の開室時間内 

□ その他（                     ）

閲覧場所 
□ 神戸大学大学文書史料室の閲覧室 

□ その他（                     ）

 

 

 

 

 ＊本件連絡先 

  神戸大学大学文書史料室 （内線：５０３５） 

  電話：０７８－８０３－５０３５  ＦＡＸ：０７８－８０３－５０３８ 

e-mail：archives@lib.kobe-u.ac.jp



別紙様式第 8 号（第 16 条第 2 項関係） 

平成  年  月  日 

 

特定歴史公文書等の利用の方法申出書 

 

 神戸大学大学文書史料室長 殿 

 

                  氏名又は名称 

                  住所又は居所 

                  連絡先電話番号 

 

 特定歴史公文書等の利用について，下記のとおり申出をします。 

記 

 1 利用決定通知書の番号等 

   日付（平成   年   月   日），文書番号（            ） 

 
 2 求める利用の方法 

   利用の方法を選択し，該当箇所の□にチェックしてください。 

特定歴史公文書等の 
識別番号・名称 

利用の方法 

 

 

□ 閲覧 

□ 写しの交付（下記選択）

（コピー・スキャン・他） 

□ 全部 

□ 一部 
（               ）

 

 

□ 閲覧 

□ 写しの交付（下記選択）

（コピー・スキャン・他） 

□ 全部 

□ 一部 
（               ）

 

 

□ 閲覧 

□ 写しの交付（下記選択）

（コピー・スキャン・他） 

□ 全部 

□ 一部 
（               ）

 

 3 利用を希望する日 （平成   年   月   日） 

 

 4 「写しの送付」の希望の有無 

     有 （□郵送：同封する郵便切手の額    円，□電子メールによる送付） 
     無 

 

 ＊本件連絡先 

  神戸大学大学文書史料室 （内線：５０３５） 

  電話：０７８－８０３－５０３５  ＦＡＸ：０７８－８０３－５０３８ 

  e-mail：archives@lib.kobe-u.ac.jp



 

 

別紙様式第 9 号（第 21 条第 1 項関係） 

 

諮   問   書 

 

                                 第     号 

平成  年  月  日 

 

 

 公文書管理委員会 御中 

 

 

                                           国立大学法人神戸大学長 

                                      印 

 

 

 公文書等の管理に関する法律第 16 条の規定に基づく利用決定について，別紙のとおり，

審査請求があったので，同法第 21 条の規定に基づき諮問します。 



（別紙） 

 1 審査請求に係る特定歴史

公文書等の名称 

 

 

2 審査請求に係る利用決定 
 

 （利用決定の種類） 

□ 全部利用 

□ 一部利用 

 （該当利用制限事由又は 

  複製物の利用） 

□ 利用を認めない旨の決定 
（該当する利用制限事由） 

 (1) 利用決定の日付，記号番号 

 

 (2) 利用決定をした者 

 

 (3) 利用決定の概要 

 

 

 

 

 

 3 審査請求 

 

 

 

 

 

 (1) 審査請求日 

 

 (2) 審査請求人 

 

 (3) 審査請求の趣旨 

 

 4 諮問の理由 

 

 

 

 5 参加人等 

 

 

 

 6 添付書類等 

 

 

 

 

 

 ① 特定歴史公文書等利用請求書（写し） 

 ② 特定歴史公文書等利用決定通知書（写し） 

 ③ 審査請求書（写し） 

 ④ 理由説明書 

 ⑤ 利用に供した特定歴史公文書等（写し） 

 ⑥ その他参考資料  

 7 諮問庁担当課，担当者名 

   電話，住所等 

 

 

注 1） 2 の「（利用決定の種類）」については，該当する利用決定の□をチェックするこ

と。また，一部利用決定又は利用を認めない旨の決定の場合には，公文書管理法上の該

当条項を記載すること。 

注 2） 4 の「諮問の理由」については，例えば，「原処分維持が適当と考えるため。」，

「全部利用に供することが適当と考えるが，第三者の反対意見書が提出されているた

め。」など，諮問を必要とする理由を簡潔に記述すること。 

注 3） 6 の⑥の「その他参考資料」とは，第三者から反対意見書が提出されている場合

の当該反対意見書や，行政不服審査法第 11 条の総代，第 12 条の代理人又は第 13 条の

参加人の選任又は決定がなされている場合のそれを示す書面等である。 



 

 

別紙様式第 10 号（第 21 条第 2 項関係） 

                                 第     号 

平成  年  月  日 

 

 （審査請求人等） 様 

 

                                           国立大学法人神戸大学長 

                                      印 

 

公文書管理委員会への諮問について（通知） 

 

 公文書等の管理に関する法律第 16 条の規定に基づく利用決定に対する次の審査請求に

ついて，同法第 21 条の規定により公文書管理委員会に諮問したので，同法第 22 条の規 

定により通知します。 

 

 1 審査請求に係る特定歴史

公文書等の名称 

 

 

 

 

 2 審査請求に係る利用決定 

 

 

 

 

 3 審査請求 

 

 

 

 

 

 

 (1) 審査請求日 

 

 (2) 審査請求の趣旨 

 

 

 

 

 4  諮問日・諮問番号   平成  年  月  日・平  諮問    号 

 

＊本件連絡先 
  神戸大学大学文書史料室 （内線：５０３５） 
  電話：０７８－８０３－５０３５  ＦＡＸ：０７８－８０３－５０３８ 
  e-mail：archives@lib.kobe-u.ac.jp 
 

注 1） 「2 審査請求に係る利用決定」の欄については，利用決定の日付・記号番号，利

用決定した者，利用決定の種類（利用決定，部分利用決定又は利用を認めない旨の決

定）を記載すること。 

注 2） 4 の「諮問番号」は，公文書管理委員会が付す番号である。 
 



別紙様式第 1 号（第 10 条第 2 項関係） 

特定歴史公文書等利用請求書 

平成  年  月  日 

 神戸大学大学文書史料室長  殿 

 

氏名又は名称： （法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名）         住所又は居所： （法人その他の団体にあっては主たる事務所等の所在地） 

 

                                           〒                            TEL    （   ）     

 連絡先：（連絡先が「氏名又は名称」欄に記載された本人以外の場合は，連絡担当者の住所・氏名・電話番号） 

 

                                                                                      

公文書等の管理に関する法律第 16 条の規定に基づき，下記のとおり特定歴史公文書等の利用を請求します。 

記 

№ 識 別 番 号 

 

目録に記載された特定歴史公文書等の名称 

（写しの交付の範囲を特定する場合はその範囲も併せて記載のこと(例：○○に関する部分)） 

  利用方法（任意） 

 

１  

 

 

 

 □ 閲 覧 

 □ 写しの交付（  通） 

２  

 

 

 

 □ 閲 覧 

 □ 写しの交付（  通） 

３  

 

 

 

 □ 閲 覧 

 □ 写しの交付（  通） 

４  

 

 

 

 □ 閲 覧 

 □ 写しの交付（  通） 

５  

 

 

 

 □ 閲 覧 

 □ 写しの交付（  通） 

 写しの作成方法 

 （任意） 

 

 

 

 

 

 文書又は 

 図画 

 

 

 □用紙への複写（B5・A4・B4・A3 ）［№          ］ 

 □デジタルカメラ等による撮影（□可搬媒体への複写を希望する CD-R・DVD-R ）［№          ］ 

 □スキャニングによるデジタル化（□可搬媒体への複写を希望する CD-R・DVD-R ）［№          ］ 

 □その他の方法（                                       ）［№          ］ 

 電磁的 

 記録 

 

 □電磁的記録の用紙への出力（B5・A4・B4・A3 ）［№          ］ 

 □電磁的記録の複写（□可搬媒体への複写を希望する CD-R・DVD-R ）［№          ］ 

 □その他の方法（                                       ）［№          ］ 

 写しの交付の方法  □室において交付  □郵送（送付先                      ） □その他の方法（           ） 

 （注）写しの作成方法及び部数については，写しの交付による利用を希望する場合のみ記入してください。

（旧） 



 

 

別紙様式第 3 号 第三者意見照会書（第 14 条第 1・2 項及び法第 18 条第 1・2 項関係の

意見書） 

平成  年  月  日 

 

特定歴史公文書等の利用に関する意見書 

 

神戸大学大学文書史料室長 殿 

 

              （ふりがな） 

              氏名又は名称                                        
              （法人その他の団体にあっては，その団体の代表者の氏名） 

 

              〒住所又は居所                                      
             （法人その他の団体にあっては，その主たる事務所の所在地） 

 

              連絡先（電話番号）                                  
 平成  年  月  日付けで照会のあった特定歴史公文書等の利用について，下記の

とおり意見を提出します。 

記 

 照会のあった特定歴史 
 公文書等の名称 

 

 

 （識別番号）  

 

 

 利用に関しての御意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

 1  意見はない。又は支障（不利益）は無い。 

 

 2  利用されると支障（不利益）がある。 

  (1) 支障（不利益）がある部分 

 

 

 

  (2) 支障（不利益）の具体的内容 

 

 

 

 連 絡 先 

（担当課，電話番号等） 

 

 

※ 1 又は 2 のうち該当する番号に○印を付して下さい。2 を選択された場合は，支障

（不利益）がある部分及びその具体的内容も記載して下さい。 

  



別紙様式第 5 号（第 15 条第 3 項関係） 

                                 第     号 

平成  年  月  日 

 

（利用請求者） 様 

 

                                            神戸大学大学文書史料室長 

                                      印 

 

利用決定の期限の延長について（通知） 

 

 平成  年  月  日付けの特定歴史公文書等の利用請求については，神戸大学大学

文書史料室利用等要項第 15 条第 3 項の規定を適用し，下記のとおり，利用決定の期限を

延長することとしましたので通知します。 

 

記 
 
 1 利用請求のあった特定歴史公文書等の名称 

 

 

 2 延長後の期限 

 

 

 3 延長の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊本件連絡先 

  神戸大学大学文書史料室 （内線：５０３５） 

  電話：０７８－８０３－５０３５  ＦＡＸ：０７８－８０３－５０３８ 

  e-mail：archives@lib.kobe-u.ac.jp



 

 

別紙様式第 6 号（第 15 条第 4 項関係） 

                                 第     号 

平成  年  月  日 

 

（利用請求者） 様 

 

                                            神戸大学大学文書史料室長 

                                      印 

 

利用決定の期限の特例の適用について（通知） 

 

 平成  年  月  日付けの特定歴史公文書等の利用請求については，下記のとおり，

神戸大学大学文書史料室利用等要項第 15 条第 4 項の規定（利用決定の期限の特例）を適

用することとしたので通知します。 

 

記 

 

 1 利用請求のあった特定歴史公文書等の名称 

 

 

 2 第 15 条第 4 項の規定（利用決定の期限の特例）を適用することとした理由 

 

 

 

 

 

 

 

 3 利用決定する期限 

 

  （  月  日までに可能な部分について利用決定を行い，残りの部分について 

   は，次に記載する時期までに利用決定する予定です。） 

      平成  年  月  日 （ ） 

 

 

 ＊本件連絡先 

  神戸大学大学文書史料室 （内線：５０３５） 

  電話：０７８－８０３－５０３５  ＦＡＸ：０７８－８０３－５０３８ 

  e-mail：archives@lib.kobe-u.ac.jp



別紙様式第 7 号（第 16 条第 1 項関係） 

                                 第     号 

平成  年  月  日 

 

特定歴史公文書等利用決定通知書 

 

（利用請求者） 様 

                                            神戸大学大学文書史料室長 

                                      印 

 

 平成  年  月  日付けで請求のありました特定歴史公文書等の利用について，公

文書等の管理に関する法律第 16 条の規定に基づき，下記のとおりとすることとしました

ので通知します。 

記 

 1 原本を利用に供する特定歴史公文書等の名称及び利用制限を行う部分があれば  
その理由 

 

 2 写しを利用に供する特定歴史公文書等の名称，原本の利用を認めない理由及び利用  

制限を行う部分があればその理由 

 

 3 利用を認めないこととした特定歴史公文書等の名称及び利用を認めない理由 

 

 この決定に不服があるときは，行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 2 条に基づき，この決定

があったことを知った日の翌日から起算して 3 ヶ月以内に神戸大学長に対して審査請求をすることがで

きます。 

 また，この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は，行政事件訴訟法（昭和 37 年法律第 139 号） 

の規定により，この決定があったことを知った日から 6 ヶ月以内に，神戸大学長を被告として，神戸地方

裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 

 4 利用の方法 

  (1) 利用の方法 

 特定歴史公文書等の名称 利用の方法 写しを送付する場合の準備日数

 

 

 

 

 

 

  (2) 利用することができる日時，場所 

 

 ＊本件連絡先 

  神戸大学大学文書史料室 （内線：５０３５） 

  電話：０７８－８０３－５０３５  ＦＡＸ：０７８－８０３－５０３８ 

e-mail：archives@lib.kobe-u.ac.jp



 

 

別紙様式第 8 号（第 16 条第 2 項関係） 

平成  年  月  日 

 

特定歴史公文書等の利用の方法申出書 

 

 神戸大学大学文書史料室長 殿 

 

                  氏名又は名称 

                  住所又は居所 

                  連絡先電話番号 

 

 特定歴史公文書等の利用について，下記のとおり申出をします。 

記 

 1 利用決定通知書の番号等 

    日  付 

    文書番号 

 

 2 求める利用の方法 

   下表から実施の方法を選択し，該当するものに○印を付してください。 

特定歴史公文書等の名称 種類・量  利用の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

①全部 

②一部（                    ）
2 
 

①全部 

②一部（                    ）
3 
 

①全部 

②一部（                    ）
 

 3 利用を希望する日 

 

 

 4 「写しの送付」の希望の有無 

     有 ：同封する郵便切手の額      円 

     無 

 

 

 ＊本件連絡先 

  神戸大学大学文書史料室 （内線：５０３５） 

  電話：０７８－８０３－５０３５  ＦＡＸ：０７８－８０３－５０３８ 

  e-mail：archives@lib.kobe-u.ac.jp



別紙様式第 9 号（第 21 条第 1 項関係） 

 

諮   問   書 

 

                                 第     号 

平成  年  月  日 

 

 

 公文書管理委員会 御中 

 

 

                                                神戸大学長 

                                      印 

 

 

 公文書等の管理に関する法律第 16 条の規定の基づく利用決定について，別紙のとおり，

審査請求があったので，同法第 21 条の規定に基づき諮問します。 



 

 

（別紙） 

 1 審査請求に係る特定歴史

公文書等の名称 

 

 

2 審査請求に係る利用決定 
 

 （利用決定の種類） 

□ 全部利用 

□ 一部利用 

 （該当利用制限事由又は 

  複製物の利用） 

□ 利用を認めない旨の決定 
（該当する利用制限事由） 

 (1) 利用決定の日付，記号番号 

 

 (2) 利用決定をした者 

 

 (3) 利用決定の概要 

 

 

 

 

 

 3 審査請求 

 

 

 

 

 

 (1) 審査請求日 

 

 (2) 審査請求人 

 

 (3) 審査請求の趣旨 

 

 4 諮問の理由 

 

 

 

 5 参加人等 

 

 

 

 6 添付書類等 

 

 

 

 

 

 ① 特定歴史公文書等利用請求書（写し） 

 ② 特定歴史公文書等利用決定通知書（写し） 

 ③ 審査請求書（写し） 

 ④ 理由説明書 

 ⑤ 利用に供した特定歴史公文書等（写し） 

 ⑥ その他参考資料  

 7 諮問庁担当課，担当者名 

   電話，住所等 

 

 

注 1） 2 の「（利用決定の種類）」については，該当する利用決定の□をチェックするこ

と。また，一部利用決定又は利用を認めない旨の決定の場合には，公文書管理法上の該

当条項を記載すること。 

注 2） 4 の「諮問の理由」については，例えば，「原処分維持が適当と考えるため。」，

「全部利用に供することが適当と考えるが，第三者の反対意見書が提出されているた

め。」など，諮問を必要とする理由を簡潔に記述すること。 

注 3） 6 の⑥の「その他参考資料」とは，第三者から反対意見書が提出されている場合

の当該反対意見書や，行政不服審査法第 11 条の総代，第 12 条の代理人又は第 13 条の

参加人の選任又は決定がなされている場合のそれを示す書面等である。 



別紙様式第 10 号（第 21 条第 2 項関係） 

                                 第     号 

平成  年  月  日 

 

 （審査請求人等） 様 

 

                                                 神戸大学長 

                                      印 

 

公文書管理委員会への諮問について（通知） 

 

 公文書等の管理に関する法律第 16 条の規定に基づく利用決定に対する次の審査請求に

ついて，同法第 21 条の規定により公文書管理委員会に諮問したので，同法第 22 条の規 

定により通知します。 

 

 1 審査請求に係る特定歴史

公文書等の名称 

 

 

 

 

 2 審査請求に係る利用決定 

 

 

 

 

 3 審査請求 

 

 

 

 

 

 

 (1) 審査請求日 

 

 (2) 審査請求の趣旨 

 

 

 

 

 4  諮問日・諮問番号   平成  年  月  日・平  諮問    号 

 

                担当課等：神戸大学大学文書史料室 

                        〒657-8501 神戸市灘区六甲台町１－１ 

                            電話：０７８－８０３－５０３５ 
 

注 1） 「2 審査請求に係る利用決定」の欄については，利用決定の日付・記号番号，利

用決定した者，利用決定の種類（利用決定，部分利用決定又は利用を認めない旨の決

定）を記載すること。 

注 2） 4 の「諮問番号」は，公文書管理委員会が付す番号である。 
 


